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人身取引対策行動計画の進捗状況
平成１８年１２月

Ⅰ 人身取引対策の重要性

Ⅱ 人身取引の実態把握の徹底
１ 被害者の実態把握
○関係機関において確認した被害者は、警察（５０名：１０月末 、入国管理局（３４名）
：１０月末 、婦人相談所（２５名：１０月末）である。）

○地方においては、関係機関の確実な連絡体制を確立するために、沖縄県の連絡会
、 、議を福岡入国管理局那覇支局が 神奈川県の同会議を東京入国管理局横浜支局が

神奈川県を除く関東地方１都５県及び甲信越地方３県の同会議を東京入国管理局
が中心となって立ち上げ、本年１２月には東北６県の連絡会議を仙台入国管理局
が立ち上げた。

２ ブローカーの実態把握
○警察では、本年１０月末までに、６１名の人身取引事犯被疑者を検挙し、そのうちブロ
ーカーは２２名であった （引率ブローカー１名、国内の受入ブローカー２１名）。

Ⅲ 総合的・包括的な人身取引対策
１ 人身取引議定書の締結

人身取引議定書締結 を平成１７年６月８日に得た。についての国会の承認

○出入国管理及び難民認定法の改正

人身取引等の被害者に在留特別許可を付与することができることのほか、人身取引等
の加害者について新たに退去強制事由に加えることなどを内容とする「出入国管理及
び難民認定法の一部改正案」を含む「刑法等の一部改正案」は、平成１７年６月１６
日に可決・成立。人身取引等に係る規定については同年７月１２日から施行。

２ 人身取引を防止するための諸対策の推進
（１）出入国管理の強化
○平成１７年４月から６月まで、タイにおいて偽変造文書鑑識を行うリエゾン・オフィサ
ーを派遣し、本年度においても、６月から６か月間の予定で派遣している。さらに、厳
格な上陸審査を実施している。

○警察、入国管理局との合同摘発により、フィリピン人女性２名の被害者を保護するとと
もに、ブローカー２名、雇用主等３名を検挙した。

（２）旅行関係文書のセキュリティ確保

旅券の券面情報の一部及び顔画像を電磁的方法により記録することができる旨規定し
た「旅券法の一部改正案 は、昨年６月３日に可決・成立。現在、本年３月２０日以」
降に申請された日本旅券（緊急旅券を除く）は全てＩＣ旅券となっている。

○外務省では、ほぼ全ての在外公館において、偽変造防止技術を施した顔写真付きＭＲＶ
（機械読取り式査証）を発給できるシステムを整備した（本年１１月に偽造防止技術を改
良 。）
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（３ 「興行」の在留資格・査証の見直し）

法務省では、平成１７年３月及び平成１８年６月の二度にわたり「興行」の在
留資格についての基準省令の改正を実施した。

○平成１７年の基準省令改正においては、外国人芸能人の芸歴要件の明確化を行っ
た。

○平成１８年の基準省令改正においては、契約機関の経営者等に係る適格要件の厳格化を
行った。

○「興行」資格で入国し、雇用主等から旅券を取り上げられ、監視カメラでの行動制限、
ノルマを課した店外デートや同伴出勤サービス等の強要、不合理な罰金制度による金銭
の搾取等の扱いを受けたりしながら、ホステスとしての役務を強いられていたフィリピ
ン人女性１８名の被害者（１０月末）を保護した（なお、平成１７年は同様に「興行」
で在留していた被害者６８名を保護 。）

○外務省では 「興行」を含む在留資格認定証明書取得済みの申請案件について、在外公、
館の審査で本人性の確認を徹底するよう在外公館に指示した（平成１７年４月 。）

○「興行」査証審査の厳格化に伴い、知人・婚約者訪問等目的を偽装して「短期滞在」査
証を申請する者もあることから、在外公館においては、短期滞在査証についても厳格な
審査を行っている。

（４）偽装結婚対策
○警視庁と東京入国管理局において、偽装結婚を始めとする合法滞在を装う者等へ

「 」の取締りを徹底するための連携強化を目的とした 調査・捜査協力プロジェクト
を推進中である。

○入国管理局、あるいは警察との合同による摘発に際し、特に人身取引の温床と思
われる酒類提供飲食店等で「日本人配偶者等」の在留資格を有しホステス等とし
て稼動している外国人に対しては、婚姻の実態を追跡調査した上で、適正な在留
資格審査を実施し、入管法第２２条の４の要件に該当する場合には、在留資格取
消しの手続きを行う。

（５）不法就労防止の取組み

刑法に新設された人身売買罪等を風俗営業の欠格事由とするとともに、風俗営業等を
営む者に、外国人を接客従業者として雇用する場合には、在留資格等の確認義務を課

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改す規定を盛り込んだ
が本年５月１日に施行。正する法律」

○警察で本年１０月末までに検挙した被疑者６１名のうち、入管法の不法就労助長罪を適
用して検挙した被疑者は１９名である。また、ブローカー２２名を検挙した。

○厚労省では、毎年６月に実施している外国人労働者問題啓発月間に向けて関係機関に通
達を発出した（本年５月 。また事業主向けパンフレットの作成・配布、及び外国人雇）
用管理セミナーの開催等を引き続き実施している。

（６）売買春防止対策の推進
○警察では、派遣型売春事犯に重点をおいた取締りと改正児童買春・児童ポルノ禁止改正
児童福祉法に基づき、児童の商業的・性的搾取の取締りを推進している。

具体的事案
タイ人女性に約５００万円のいわれなき借金を負わせ、デリヘルを仮装した売春クラ
ブで売春を強要していたタイ人女性３名とデリヘルの経営者等日本人男性３名を売春
防止法、職業安定法等で逮捕した（本年７月 。）

資料２－９
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３ 人身取引を撲滅するための諸対策の推進
（１）刑事法制の整備

人身売買罪の創設を内容とする「刑法等の一部改正案」は、平成１７年６月１
６日に可決・成立。同年７月１２日から施行。

具体的事案
警察では、人身売買罪が施行された昨年７月から本年１０月までの間に、５事件で人
身売買罪を適用して被疑者を検挙した。
インドネシア人女性２名を買い受けたタイ人女性２名と売り渡したインドネシア人

女性１名を逮捕した事件（本年４月）やインドネシア人女性１名を買い受けた台湾人
女性１名と売り渡した日本人男性１名を逮捕し、売り渡したインドネシア人女性１名
の逮捕状を取得した事件（本年３月）などがある。

（２）取締りの徹底
○警察では、本年１０月末までに６１名の被疑者を検挙した。内訳は、経営者等が３９名
で、ブローカーが２２名である。また、被疑者に適用した法律・罪名をみると、刑法の
人身売買罪、入管法の不法就労助長罪、売春防止法違反、風営法違反、職安法違反、児
童福祉法違反等である。

○検察では、人身取引事犯に対しては、関係罰則を積極的に活用し、厳格な科刑の実現に
努めており、人身売買罪を適用して起訴した件数は１９件であり、一審判決を言い渡さ
れた９名のうち７名が実刑判決を受けている （平成１８年１０月末日現在法務省刑事。
局に報告があったもの）

（３）旅行文書等に関する情報交換の推進
○外務省では、紛失・盗難により失効処理した旅券情報（旅券番号等）を警察庁を通じて
ＩＣＰＯに提供している （平成１６年１１月提供開始）。

○外務省では、外務本省と在外公館、関係省庁との間の査証関連情報の共有化をはかるた
めのネットワークシステム（査証ＷＡＮ）の整備を進めており、これまでに１９５公館
に設置した。

（４）諸外国の捜査機関等との連携強化及び情報交換の推進
○警察では、関係省庁、関係国大使館等コンタクトポイントとの会議の開催等により情報
交換を積極的に推進し、大使館・入国管理局からの連絡により１９名の被害者を保護し
た。また、本年１２月１９日にコンタクトポイント連絡会議を開催予定である。

○国際捜査共助に関する二国間条約の締結及びその進捗状況については、米国との
（ ）、 （ ）。間での条約が発効したほか 本年７月 韓国との条約も署名に至った 本年１月

その他、香港、中国及びロシア等についても条約締結のための交渉を開始し、又
準備中である。

○法務省では 「東南アジア諸国出入国管理セミナー」において、人身取引について、
の情報交換を行った。

「出入国管理及び難民認定法 が改正され、外国入国管理局に対し、人身取引に関す」
る情報等出入国管理情報を提供することができる旨の規定が新設された。

４ 人身取引被害者の保護
（１）被害者の認知
○警察が本年１０月末までに保護した被害者５０名のうち、警察署、交番で保護した被害
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者は６名である。

○被害者への対応については、警察、入国管理局、婦人相談所等の関係機関に対して適切
に対応するよう通達した。

○コンタクトポイントの周知については、警察庁をはじめ関係省庁、ＮＧＯ及び関係在京
大使館で作成した、名刺サイズでインドネシア語等を追加した新しいリーフレットを５
０万部作成し、被害者の手に届くように配布している。

（２）シェルターの提供
○婦人相談所では、保護を求めてきた被害者については全員を保護した （平成１３年度。
１名、１４年度２名、１５年度６名、１６年度２４名、平成１７年度１１２名、本年１
０月末現在１８名）

具体的事案

警察が無許可営業の飲食店で働いていたタイ人女性を、他県の店から転売され売春を
。 、 、 、 、強要されていた人身取引被害者として保護 その後 婦人相談所 警察 入国管理局

大使館、 が緊密な連携を図り、被害女性の支援にあたって身体的・心理的負担IOM
に十分配慮し、被害女性は捜査協力の後、安全に帰国した。(本年８月）

厚生労働省では、平成１７年度より、婦人相談所からの委託により、民間シェルター
等において人身取引被害者の一時保護のために １０００万円の予算措置を行った 平、 （
成１７年４月～本年１０月末：５３名 。）

○保護した被害者のほとんどが帰国希望であり、関係機関と連携しながら被害者の状況に
合わせて適切に保護できるよう支援している。また、全国児童相談所長会議にて、全国
の児童相談所長あて、被害者が児童である場合には、婦人相談所との連携のもと必要に

。（ ） 、応じて適切な支援の措置を講ずるよう昨年に引き続き説明を行った 本年６月 なお
児童相談所で保護した被害児童は平成１７年度は６名であった。

○法務省では、被害者が早期帰国を希望している場合は、関係機関と連携して事前に事案
に係る情報を入手するなどし、可及的速やかに手続を進めるよう配慮しているほか、出
頭回数についても、在留特別許可の手続に必要な最小限の回数にとどめることとしてい
る。

（３）カウンセリング・相談活動等の実施
○婦人相談所で保護された人身取引被害者には、状況に応じて、カウンセリング等による
援助を行い、カウンセリング、相談等を行うに当たっては、必要に応じて通訳を確保し
た（通訳雇上費を計上している 。また、必要に応じて、医師の診療に加え、場合によ）
り無料低額診療事業を行う医療機関を始めとする周辺の病院、利用可能な諸制度等につ
いて情報提供等の支援を行った。

○厚生労働省では、人身取引被害者が無料低額診療事業の対象となる旨を都道府県等に周
知した （平成１７年３月）また、本年度より、婦人相談所により一時保護された人身。
取引被害者について、他法他制度が利用できない場合の医療費を予算措置した。

○法務省では、全国の法務局・地方法務局及びその支局等における人権相談の窓口におい
、 、 、 、 、 、 、て 人身取引被害者等からの相談にも応じているが 東京 大阪 神戸 名古屋 広島

福岡、高松、松山の各法務局・地方法務局においては、日本語を自由に話せない外国人
のために、英語や中国語等の通訳を配置した「外国人のための人権相談所」を開設し、
相談に応じている。

（４）交番等に駆け込んだ被害者の取り扱い
○警察が本年１０月末までに保護した被害者５０名のうち、警察署、交番で保護した被害
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者は６名である。これらの被害者について、当該外国人女性の母国語を解する職員や女
性職員を当てるなどして事情聴取に努め、大使館等と速やかに連絡をとるなどして婦人
相談所等での保護を実施した。

○交番等に保護を求めた外国人女性等が人身取引被害者であると認められ、警察署等から
婦人相談所に対し人身取引被害者の保護の依頼がなされた場合には、民間シェルターや
入国管理局、大使館等と連携を図りつつ被害者の保護を行った （実績：平成１３年か。
ら本年１０月末迄に保護した１６３名中、警察からの依頼は８１名）

（５）被害者の在留資格の取り扱い

「出入国管理及び難民認定法 が改正され、人身取引等の被害者に在留特別許可を与」
えることができる規定を整備。

○入国管理局は不法残留等入管法違反者であった４７名（平成１７年）に対し、在留特別
許可を付与した。また、本年も同様に１５名（１０月末現在）に在留特別許可を付与して
いる。

（６）被害者の安全の確保
○婦人相談所に警備員の配置を行い、警備体制の強化を進めるとともに、随時最寄りの警
察署等に相談し、警護等を要請するなど、被害者の安全確保を行っている。

（７）被害者の帰国支援
○被害者の帰国支援については、警察、入国管理局、婦人相談所等の関係機関が緊

密に連携し、平成１８年１０月までにフィリピン人女性４３名、インドネシア人
女性３０名、タイ人女性８名、台湾人女性６名、コロンビア人女性１名の合計８
８名の帰国支援に関与。帰国支援においては、国際移住機関（ＩＯＭ）が、被害
者の本国への移送及び帰還後の社会復帰支援等を実施した。

外務省では、本年度、人身取引被害者の帰国支援のために、ＩＯＭに対して約３６０
０万円を拠出した。

５ 人身取引対策推進に際しての留意事項
（１）内外の関係機関等との連携
○ＮＧＯと関係省庁連絡会議幹事会との意見交換会を行った(本年２月 。）
○政府協議調査団を本年５月にタイ・インドネシアに派遣し、政府関係機関、ＮＧ

Ｏ、国際機関と意見交換を実施した。タイとの間で、日タイ共同タスクフォース
の正式な立ち上げに合意し、人身取引の防止、法執行、保護の３分野で協力を行
うこととなった。

警察では、本年度、東南アジアにおける児童の商業的・性的搾取に関するシン
ポジウムの開催のために、約７００万円の予算措置を行った。

○「人身取引問題に関する国際シンポジウム」を外務省、国立女性教育会館（ＮＷ
ＥＣ 、国際移住機関（ＩＯＭ）の共催で本年２月に開催した。関係省庁、都道府）
県行政職員、都道府県及び市区町村の国際交流担当、 関係者、研究者、一般NGO
市民等約３００名が参加した。

○ＯＤＡ（無償資金協力）や人間の安全保障基金を通じ、関係国際機関やNGOリスト
へ財政支援を行っている。本年３月には、国際労働機関（ILO)が実施する「タイ
・フィリピンに於ける帰還したトラフィッキング被害者の経済社会的能力強化事
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業」に対し、人間の安全保障基金を通じ約２億1,155万円の支援を行うことが決定
された。また、本年１０月にはUNICEFが中央アジアで実施する人身取引対策への
支援（２０万ドル）が決定された。

○警察では、児童の商業的・性的搾取に関わる人身取引対策の一環として、ＮＧＯ
との協力関係を含めた東南アジアにおける国外犯の捜査協力を拡充・強化するた
め 「東南アジアにおける児童の商業的・性的搾取対策に関するセミナー」を開催、
し、インドネシア・タイ・フィリピン・カンボジアの捜査機関、国内外のＮＧＯ
等との意見交換・情報交換を実施した （本年１１月）。

○外務省では、人身取引に関する国連関係機関調整会合を と共催した。UNODC
、 、 、 が出席し、各国際機関が協力しIOM,ILO,UNICEF UNIFEM UNDAW UNHCR

て人身取引対策にあたっていく上での問題点、関係機関共通のデータベースの作
成等の計画等につき議論された （本年９月）。

（２）社会啓発・広報の実施
○テレビ（２番組 、ラジオ（１番組 、新聞（広告 、雑誌（時の動き、あかれんが、外） ） ）
交フォーラム等）等あらゆる広報媒体を活用して、人身取引対策についての広報を実施
した。

、 （ ） （ ）。○内閣府では 人身取引対策の啓発用ポスター ２万５千枚 を作成配布した 本年３月
○外務省では、内閣官房、警察庁、法務省、厚生労働省と編集協力し 「日本の人身取引、
対策」パンフレット（５千部）を作成配布した（本年２月 。）

（３）人身取引対策に関係する職員に対する研修・訓練
○警察庁、外務省、法務省、厚生労働省においては、それぞれ人身取引対策に係わる職員
に対する研修を随時実施した。

○厚生労働省においては 「婦人相談所における人身取引被害者支援の手引き」を民間シ、
ェルター等の協力を得て作成し、婦人相談所等の関係機関に配布した。(本年３月）

（４）行動計画の検証・見直し
○人身取引対策関係省庁連絡会議を開催し、施策の進捗状況について、確認を行っ

た（本年１２月 。）
以上


